
健
康
増
進
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
健
康
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
栄
養
素
）

（
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
栄
養
素
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
健
康
増
進
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
）

第
十
二
条

健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政

令
第
三
百
六
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第

三
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
専
修
学

校
は
、
高
等
課
程
、専
門
課
程
又
は
一
般
課
程（
一

般
課
程
に
お
い
て
は
、
二
十
歳
未
満
の
者
が
主
と

し
て
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。）を
有
す
る
も
の
と

す
る
。

（
新
設
）

２

令
第
三
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

各
種
学
校
は
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部

科
学
省
令
第
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
も
の
そ
の
他
二
十
歳
未
満
の
者
が
主
と
し

て
利
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
三
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
の
施
設
）

第
十
三
条

令
第
三
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
の
施
設

は
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
独
立
行
政
法

人
海
技
教
育
機
構
海
技
士
教
育
科
海
技
課
程
の
本

科
、
専
修
科
及
び
乗
船
実
習
科
の
施
設
と
す
る
。

（
新
設
）

（
令
第
三
条
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

教
育
施
設
）

第
十
四
条

令
第
三
条
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
教
育
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す

る
児
童
福
祉
司
又
は
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
を

養
成
す
る
施
設
及
び
同
法
第
十
八
条
の
六
第
一

号
に
規
定
す
る
保
育
士
を
養
成
す
る
施
設

二

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き

ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設

三

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三

十
四
号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
理
容
師

養
成
施
設

四

栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四

十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
栄
養
士

の
養
成
施
設

五

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
九
条
第
二
号
に
規
定

す
る
保
健
師
養
成
所
、
同
法
第
二
十
条
第
二
号

に
規
定
す
る
助
産
師
養
成
所
、
同
法
第
二
十
一

条
第
三
号
に
規
定
す
る
看
護
師
養
成
所
及
び
同

法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
准
看
護
師

養
成
所

六

歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

百
四
号
）
第
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
歯
科

衛
生
士
養
成
所

七

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
四
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
養

護
教
諭
養
成
機
関
、
同
法
別
表
第
一
備
考
第
二

号
の
三
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
幼
稚
園
、
小

学
校
、
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
教
員
養

成
機
関
並
び
に
同
法
別
表
第
二
の
二
備
考
第
二

号
に
規
定
す
る
栄
養
教
諭
の
教
員
養
成
機
関

八

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十

五
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

養
成
機
関

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
七
号

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
健
康
増
進
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
健
康
増
進
法
施
行
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠





九

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
八
十
五
号
）
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す

る
自
動
車
整
備
士
の
養
成
施
設
（
二
十
歳
未
満

の
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。）

十

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定

す
る
診
療
放
射
線
技
師
養
成
所

十
一

歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
歯

科
技
工
士
養
成
所

十
二

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

十
三
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
美
容
師

養
成
施
設

十
三

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一

号
に
規
定
す
る
臨
床
検
査
技
師
養
成
所

十
四

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四

十
七
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
調
理
師

養
成
施
設

十
五

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一

号
に
規
定
す
る
理
学
療
法
士
養
成
施
設
及
び
同

法
第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
作
業
療
法
士

養
成
施
設

十
六

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第

百
十
五
号
）
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
製
菓

衛
生
師
養
成
施
設

十
七

柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
柔
道

整
復
師
養
成
施
設

十
八

視
能
訓
練
士
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

六
十
四
号
）
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
視

能
訓
練
士
養
成
所

十
九

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和

六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設

二
十

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律

第
六
十
号
）
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
臨

床
工
学
技
士
養
成
所

二
十
一

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律

第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る

義
肢
装
具
士
養
成
所

二
十
二

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三

十
六
号
）
第
三
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
救

急
救
命
士
養
成
所

二
十
三

言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

三
十
二
号
）
第
三
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る

言
語
聴
覚
士
養
成
所

二
十
四

独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興

機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設

二
十
五

農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

七
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
第
三
条
第
一
号
に

規
定
す
る
教
育
機
関
（
二
十
歳
未
満
の
者
が
主

と
し
て
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。）

二
十
六

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二

年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
五
条
第
一

項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
七
号
、
第
百
六
十
条

第
三
号
、
第
百
六
十
一
条
第
二
項
、
第
百
六
十

二
条
並
び
に
第
百
七
十
七
条
第
七
号
に
規
定
す

る
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
教
育
施
設

（
二
十
歳
未
満
の
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
も

の
に
限
る
。）

（
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
に
お
け
る
受
動
喫
煙
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
十
五
条

法
第
二
十
五
条
の
四
第
五
号
の
規
定
に

よ
る
掲
示
は
、
標
識
（
法
第
二
十
五
条
の
四
第
五

号
に
規
定
す
る
標
識
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。）に
表
示
す
べ
き
事
項
を
容
易
に
識
別

で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

２

法
第
二
十
五
条
の
四
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
旨

を
記
載
し
た
標
識
を
掲
示
す
る
こ
と
。

二

特
定
施
設
を
利
用
す
る
者
が
通
常
立
ち
入
ら

な
い
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
。

（
職
員
の
身
分
を
証
す
証
票
）

第
十
六
条

法
第
二
十
五
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す

る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第

三
号
に
よ
る
。

（
新
設
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

第
二
条

健
康
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
に
お
け
る
受
動
喫
煙
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

（
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
に
お
け
る
受
動
喫
煙
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
十
五
条

法
第
二
十
八
条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ

る
掲
示
は
、
標
識
（
法
第
二
十
八
条
第
十
三
号
に

規
定
す
る
標
識
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。）に
表
示
す
べ
き
事
項
を
容
易
に
識
別
で
き

る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条

法
第
二
十
五
条
の
四
第
五
号
の
規
定
に

よ
る
掲
示
は
、
標
識
（
法
第
二
十
五
条
の
四
第
五

号
に
規
定
す
る
標
識
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。）に
表
示
す
べ
き
事
項
を
容
易
に
識
別

で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
八
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
二
十
五
条
の
四
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
種
施
設
を
利
用
す
る
者
が
通
常
立
ち
入

ら
な
い
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
。

二

特
定
施
設
を
利
用
す
る
者
が
通
常
立
ち
入
ら

な
い
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
。

（
喫
煙
専
用
室
の
技
術
的
基
準
）

第
十
六
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

（
新
設
）

一

出
入
口
に
お
い
て
、
室
外
か
ら
室
内
に
流
入

す
る
空
気
の
気
流
が
、
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
毎
秒

以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

た
ば
こ
の
煙
（
蒸
気
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
室
内
か
ら

室
外
に
流
出
し
な
い
よ
う
、壁
、天
井
等
に
よ
っ

て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

た
ば
こ
の
煙
が
屋
外
又
は
外
部
の
場
所
に
排

気
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



２

第
二
種
施
設
等
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
第
二
種
施
設
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。）の
屋
内
又
は
内
部
が
複
数
の
階
に

分
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
専
ら
喫
煙
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
当
該
第
二
種
施
設
等
の

一
又
は
二
以
上
の
階
の
全
部
の
場
所
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
た
ば
こ
の
煙
が
専
ら
喫
煙
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
階
か
ら
喫
煙
を
し
て
は
な
ら
な
い
階

に
流
出
し
な
い
よ
う
、
壁
、
天
井
等
に
よ
っ
て
区

画
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
喫
煙
を
し
て
は
な

ら
な
い
階
へ
の
た
ば
こ
の
煙
の
流
出
を
防
止
す
る

た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

す
る
。

（
喫
煙
専
用
室
標
識
及
び
喫
煙
専
用
室
設
置
施
設

等
標
識
の
掲
示
）

第
十
七
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
又
は
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
喫
煙
専
用
室
標
識
又

は
喫
煙
専
用
室
設
置
施
設
等
標
識
に
記
載
さ
れ
た

事
項
を
容
易
に
識
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
と

す
る
。

（
新
設
）

（
喫
煙
目
的
室
の
技
術
的
基
準
）

第
十
八
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

（
新
設
）

一

出
入
口
に
お
い
て
、
室
外
か
ら
室
内
に
流
入

す
る
空
気
の
気
流
が
、
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
毎
秒

以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

た
ば
こ
の
煙
が
室
内
か
ら
室
外
に
流
出
し
な

い
よ
う
、
壁
、
天
井
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

三

た
ば
こ
の
煙
が
屋
外
又
は
外
部
の
場
所
に
排

気
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

喫
煙
目
的
施
設
の
屋
内
が
複
数
の
階
に
分
か
れ

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
所
が
当
該
喫
煙
目
的
施
設
の
一
又
は
二
以

上
の
階
の
全
部
の
場
所
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法

第
三
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

技
術
的
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

た
ば
こ
の
煙
が
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
階
か

ら
喫
煙
を
し
て
は
な
ら
な
い
階
に
流
出
し
な
い
よ

う
、
壁
、
天
井
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ

と
そ
の
他
の
喫
煙
を
し
て
は
な
ら
な
い
階
へ
の
た

ば
こ
の
煙
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
喫
煙
目
的
室
標
識
及
び
喫
煙
目
的
室
設
置
施
設

標
識
の
掲
示
）

第
十
九
条

法
第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
喫
煙
目
的
室
標
識
又

は
喫
煙
目
的
室
設
置
施
設
標
識
に
記
載
さ
れ
た
事

項
を
容
易
に
識
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
帳
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
十
条

法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五

十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項

又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
に
関
す
る
情
報

と
す
る
。

（
新
設
）

（
喫
煙
目
的
室
設
置
施
設
の
営
業
に
係
る
広
告
又

は
宣
伝
方
法
）

第
二
十
一
条

喫
煙
目
的
室
設
置
施
設
の
管
理
権
原

者
等
（
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
権

原
者
等
を
い
う
。）は
、
そ
の
営
業
に
つ
い
て
広
告

又
は
宣
伝
を
す
る
と
き
は
、
当
該
喫
煙
目
的
室
設

置
施
設
が
喫
煙
目
的
室
設
置
施
設
で
あ
る
旨
を
明

瞭
か
つ
正
確
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
職
員
の
身
分
を
証
す
証
票
）

（
職
員
の
身
分
を
証
す
証
票
）

第
二
十
二
条

法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
三

号
に
よ
る
。

第
十
六
条

法
第
二
十
五
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す

る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第

三
号
に
よ
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
記
様
式
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
健
康
福
祉
部
の
所
掌
事
務
）

（
健
康
福
祉
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
七
条

健
康
福
祉
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
七
条

健
康
福
祉
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
三
十
二

（
略
）

一
〜
三
十
二

（
略
）

三
十
三

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

三
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査

及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
三

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

三
号
）
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査

及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
四
〜
八
十
三

（
略
）

三
十
四
〜
八
十
三

（
略
）

（
食
品
衛
生
課
の
所
掌
事
務
）

（
食
品
衛
生
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
五
条

食
品
衛
生
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
十
五
条

食
品
衛
生
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

健
康
増
進
法
第
六
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
検
査
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
。

一

健
康
増
進
法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
検
査
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
。

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

確
定
給
付
企
業

年
金
法
（
平
成

十
三
年
法
律
第

五
十
号
）

（
略
）

確
定
給
付
企
業

年
金
法
（
平
成

十
三
年
法
律
第

五
十
号
）

（
略
）

健
康
増
進
法

（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
三

号
）

第
三
十
五
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
帳
簿
の
備
え
及

び
保
存

（
新
設
）

（
新
設
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

公
認
心
理
士
法

（
平
成
二
十
七

年
法
律
第
六
十

八
号
）

（
略
）

公
認
心
理
士
法

（
平
成
二
十
七

年
法
律
第
六
十

八
号
）

（
略
）

健
康
増
進
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第

七
十
八
号
）

附
則
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
書
類
の
備
え
及

び
保
存

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
。
以
下「
改
正
法
」

と
い
う
。）の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
の
規
定

改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
）

（
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健

康
増
進
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。）第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
屋
内
の
場
所
の
一
部
の
場
所
を
喫
煙
（
新
法
第
二
十
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
喫

煙
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
と
し
て
定
め
る
場
合

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ

出
入
口
に
お
い
て
、
室
外
か
ら
室
内
に
流
入
す
る
空
気
の
気
流
が
、
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
で
あ
る
こ

と
。

ロ

た
ば
こ
（
新
法
第
二
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
た
ば
こ
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。）の
煙
（
蒸
気
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）が
室
内
か
ら
室
外
に
流
出
し
な
い
よ
う
、
壁
、
天
井
等

に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

た
ば
こ
の
煙
が
屋
外
又
は
外
部
の
場
所
に
排
気
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
屋
内
の
場
所
の
全
部
の
場
所
を
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
と
し
て
定
め
る

場
合
（
そ
の
室
外
の
場
所
が
第
二
種
施
設
等
（
新
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
種
施
設
等
を
い
う
。

次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
屋
内
又
は
内
部
の
場
所
に
あ
る
場
合
に
限
る
。）
た

ば
こ
の
煙
が
室
内
か
ら
室
外
に
流
出
し
な
い
よ
う
、
壁
、
天
井
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
屋
内
が
複
数
の
階
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
所
が
当
該
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
一
又
は
二
以
上
の
階
の
全
部
の
場
所
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
改
正
法
附
則

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
技
術
的
基

準
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
た
ば
こ
の
煙
が
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
階
か
ら
喫
煙
を
し
て
は

な
ら
な
い
階
に
流
出
し
な
い
よ
う
、
壁
、
天
井
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
喫
煙
を
し
て
は
な
ら

な
い
階
へ
の
た
ば
こ
の
煙
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

３

喫
煙
可
能
室
標
識
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
喫
煙
可
能
室
標
識
を
い
う
。）及
び
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
標
識
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
標
識
を
い
う
。）（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
喫
煙
可
能
室
標
識
等
」
と
い
う
。）は
、
当
該
喫
煙
可
能
室
標
識
等
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
容
易
に
識

別
で
き
る
よ
う
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

４

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三
条
第

四
項
に
規
定
す
る
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
客
席
部
分
の
床
面
積
に
係

る
資
料

二

喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
が
会
社
に
よ
り
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
会
社
の
資
本
金
の
額

又
は
出
資
の
総
額
に
係
る
資
料

５

喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
管
理
権
原
者
等
（
新
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
権
原
者
等
を
い
う
。
次
条

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
そ
の
営
業
に
つ
い
て
広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
と
き
は
、
当
該
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設

が
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
で
あ
る
旨
を
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

６

喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
管
理
権
原
者
（
新
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
管
理
権
原
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
喫
煙
可
能
室
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
喫
煙
可
能
室
を
い
う
。
第
八
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。）を
設
置
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
附
則
様
式
第
一
号
に
よ
り
、
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
（
新
法
第
二
十
八
条

第
十
一
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
送
事
業
鉄
道
等
車
両
及
び
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
送
事
業
船
舶
（
以
下

こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
旅
客
運
送
事
業
鉄
道
等
車
両
等
」
と
い
う
。）に
所
在
す
る
も
の
を
除

く
。）に
あ
っ
て
は
当
該
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区

に
あ
っ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
、
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
（
旅
客
運
送
事
業
鉄

道
等
車
両
等
に
所
在
す
る
も
の
に
限
る
。）に
あ
っ
て
は
当
該
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
管
理
権
原
者
の
住
所
地
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
都
道
府
県
知
事
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一

喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
（
旅
客
運
送
事
業
鉄
道
等
車
両
等
に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
。）に
あ
っ
て
は
、
当
該
喫

煙
可
能
室
設
置
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

二

喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
（
旅
客
運
送
事
業
鉄
道
等
車
両
等
に
所
在
す
る
も
の
に
限
る
。）に
あ
っ
て
は
、
当
該
喫

煙
可
能
室
設
置
施
設
の
名
称
及
び
当
該
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
が
所
在
す
る
旅
客
運
送
事
業
鉄
道
等
車
両
等
の
車

両
番
号
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
当
該
旅
客
運
送
事
業
鉄
道
等
車
両
等
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ

の
他
の
符
号

三

喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
管
理
権
原
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
管

理
権
原
者
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

７

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
た
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
届
出
施
設
」

と
い
う
。）の
管
理
権
原
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
附
則
様
式
第
一
号
の

二
に
よ
る
届
出
書
に
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
、
届
出
施
設
（
旅
客
運

送
事
業
鉄
道
等
車
両
等
に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
。）に
あ
っ
て
は
当
該
届
出
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、

届
出
施
設
（
旅
客
運
送
事
業
鉄
道
等
車
両
等
に
所
在
す
る
も
の
に
限
る
。）に
あ
っ
て
は
当
該
届
出
施
設
の
管
理
権
原

者
の
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

８

届
出
施
設
の
管
理
権
原
者
は
、
喫
煙
可
能
室
の
場
所
を
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
と
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
附
則
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
、
届
出
施
設
（
旅
客
運
送
事
業
鉄
道
等
車
両
等

に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
。）に
あ
っ
て
は
当
該
届
出
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
届
出
施
設
（
旅
客
運
送

事
業
鉄
道
等
車
両
等
に
所
在
す
る
も
の
に
限
る
。）に
あ
っ
て
は
当
該
届
出
施
設
の
管
理
権
原
者
の
住
所
地
の
都
道
府

県
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

９

改
正
法
附
則
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
附
則
様
式
第
二
号
に
よ
る
。
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（
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

出
入
口
に
お
い
て
、
室
外
か
ら
室
内
に
流
入
す
る
空
気
の
気
流
が
、〇
・
二
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

指
定
た
ば
こ（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
た
ば
こ
を
い
う
。以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

の
煙
が
室
内
か
ら
室
外
に
流
出
し
な
い
よ
う
、
壁
、
天
井
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

指
定
た
ば
こ
の
煙
が
屋
外
又
は
外
部
の
場
所
に
排
気
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

第
二
種
施
設
等
の
屋
内
又
は
内
部
が
複
数
の
階
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
た
ば
こ
の
み
の
喫
煙
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
当
該
第
二
種
施
設
等
の
一
又
は
二
以
上
の
階
の
全
部
の
場
所
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
改

正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

技
術
的
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
た
ば
こ
の
煙
が
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
階
か
ら
喫
煙
を

し
て
は
な
ら
な
い
階
に
流
出
し
な
い
よ
う
、
壁
、
天
井
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
喫
煙
を
し
て

は
な
ら
な
い
階
へ
の
指
定
た
ば
こ
の
煙
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す

る
。

３

指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
標
識
（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
標
識
を
い
う
。）及
び
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
設
置
施
設
等
標
識

（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
た
ば

こ
専
用
喫
煙
室
設
置
施
設
等
標
識
を
い
う
。）（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
標
識
等
」
と
い

う
。）は
、
当
該
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
標
識
等
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
容
易
に
識
別
で
き
る
よ
う
に
掲
示
す
る
も

の
と
す
る
。

４

指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
設
置
施
設
等
（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第

三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
設
置
施
設
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の

管
理
権
原
者
等
は
、当
該
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
設
置
施
設
等
の
営
業
に
つ
い
て
広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
と
き
は
、

当
該
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
設
置
施
設
等
が
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
設
置
施
設
等
で
あ
る
旨
を
明
瞭
か
つ
正
確

に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

５

改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
附
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
。

（
喫
煙
専
用
室
等
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

第
二
種
施
設
等
又
は
喫
煙
目
的
施
設
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
又
は
旅
客
運
送
事
業
鉄

道
等
車
両
等
に
所
在
す
る
も
の
に
限
る
。）の
屋
内
又
は
内
部
の
場
所
に
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
喫
煙
場
所
」
と
い
う
。）を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
第
二
種
施
設
等
又
は
当
該
喫

煙
目
的
施
設
の
管
理
権
原
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
当
該
場
所
に
お
い
て
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
増
進
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
第
一
項
又
は
こ
の
省
令
附
則
第

二
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
一
般
的
基
準
」と
い
う
。）

を
満
た
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
に
係
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
喫

煙
場
所
に
お
い
て
、た
ば
こ
の
煙
を
十
分
に
浄
化
し
室
外
に
排
気
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

一
般
的
基
準
に
適
合
し
た
措
置
を
講
じ
た
場
合
と
同
等
程
度
に
た
ば
こ
の
煙
の
流
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
喫
煙
専
用
室
、
喫
煙
目
的
室
、
喫
煙
可
能
室
又
は
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙

室
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
喫
煙
専
用
室
等
」
と
い
う
。）を
設
置
し
た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
三
十
三
条
第
三
項

第
二
号
若
し
く
は
第
三
十
五
条
第
三
項
第
二
号
又
は
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
条
第
一
項
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
喫
煙
専

用
室
等
が
前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
旨
と
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
増
進
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
こ
の
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
増
進
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
三
号（
次
項
に
お
い
て「
旧

様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
証
明
書
は
、こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
備
行
為
）

第
六
条

附
則
第
二
条
第
六
項
の
届
出
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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